












議案第６９号 

 

具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区）請負契約について 

 

 

次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 ８３１，２０４，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市字具志川１３７３番地の４ 

         (有)新秀建設・(株)喜神サービス・(有)大我組 

建設工事共同企業体 

         代表者 有限会社 新秀建設 

             代表取締役 新垣 均 

 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

具志川小学校校舎増改築工事（建築１工区）の請負契約の締結については、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を必要とするため提案する。 
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議案第７０号 

 

具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区）請負契約について 

 

 

次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 １，０３５，１７７，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市石川赤崎一丁目９番３号 

         (株)丸善組・(株)シンコウハウス工業・(株)ニューテック 

建設工事共同企業体 

         代表者 株式会社 丸善組 

             代表取締役社長 新垣 勲 

 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

具志川小学校校舎増改築工事（建築２工区）の請負契約の締結については、議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を必要とするため提案する。 
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議案第７１号 

 

   具志川小学校校舎増改築工事（電気）請負契約について 

 

 

 次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（電気） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 １７９，５２０，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市字平良川１４９番地 

                  （資）中江電気建設・（有）崎浜電気水道工事・うるま電工（同） 

         建設工事共同企業体 

                  代表者 合資会社 中江電気建設 

             代表者 中江 園子 

 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

 具志川小学校校舎増改築工事（電気）の請負契約の締結については、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必

要とするため提案する。 
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議案第７２号 

 

   具志川小学校校舎増改築工事（機械）請負契約について 

 

 

 次のように工事請負契約を締結することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第５号の規定により議会の議決を求める。 

 

 

１ 契約の目的 具志川小学校校舎増改築工事（機械） 

 

２ 契約の方法 指名競争入札 

 

３ 契 約 金 額 １９４，１５０，０００円 

 

４ 契約の相手方 うるま市字大田６３２番地の１ 

                  （有）新垣設備・（株）明正電設・（有）雅建設工業 

         建設工事共同企業体 

                  代表者 有限会社 新垣設備 

             代表取締役 新垣 壮大 

 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

 

提案理由 

 具志川小学校校舎増改築工事（機械）の請負契約の締結については、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を必

要とするため提案する。 
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議案第７３号 

 

うるま市税条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市税条例（平成１７年うるま市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 

第３４条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかった金額のう

ち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同

項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは

納入する」に改める。 

 

第３６条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年におい

て当該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規

定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当

該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規

定による申告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で

定めるところにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載す

べき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第

１項の規定による申告書を提出することができる。 

 

第３８条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によって」を「に

より」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せ

て賦課し、及び徴収する。 

 

第４１条中「及び」を「、個人の」に、「の合算額」を「及び森林環境税額の合算

額」に、「によって」を「により」に改める。 

 

第４４条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び

第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「に
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よって」を「により」に改め、同条第３項、第５項及び第６項中「によって」を「に

より」に改める。 

 

第４７条第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

同条第２項中「通知によって」を「通知により」に、「第１７条の２の規定によって」

を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなし

て、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市

町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入するこ

とを委託したものとみなす」に改める。 

 

第４７条の２第１項中「によって徴収することが」を「により徴収することが」

に、「である場合においては」を「である場合には」に改め、「及び均等割額」の次

に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４７条の

５において同じ。）」を加え、「によって徴収する場合においては」を「により徴収

する場合には」に、「によって徴収する」を「により徴収する」に改め、同項第２号

及び同条第２項中「によって」を「により」に改める。 

 

第４７条の６第１項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「方法によって」を「方法により」に、「第１７条の２の規定に

よって」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金

とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものと

し、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は

納入することを委託したものとみなす」に改める。 

 

附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００

分の３５」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行

する。 

 （１） 第３４条の９第２項並びに第３８条の見出し及び同条第１項の改正規定、同

条に１項を加える改正規定並びに第４１条、第４４条、第４７条、第４７条の２及

び第４７条の６の改正規定並びに附則第１５条の２第４項及び第１６条の２第３

項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第３条第１項（この条例による改正後の

うるま市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６条の２第３項に係る部分に

限る。）及び第２項の規定 令和６年１月１日 

 （２） 第３６条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 
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（市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後のうるま市税条例の規定中個人の市

民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、

令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受け

るべきうるま市税条例第３６条の３の２第１項に規定する給与（以下この項にお

いて「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について

適用し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告

書については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例附則第１５条の２第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定

の施行の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の

環境性能割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課

する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度以後の年度分の軽自動車

税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由  

 地方税法の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 



 

 

議案第７４号 

 

うるま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

うるま市消防本部及び消防署の設置等に関する条例（平成１７年うるま市条例第１５８

号）の一部を次のように改正する。 

 

別表うるま市具志川消防署の項中「字川崎」を「字川崎の一部」に、「与那城照間」を「与

那城照間の一部」に改め、同表うるま市石川消防署の項中「字昆布」を「字昆布・字川崎

の一部」に改め、同表うるま市与勝消防署の項中「勝連南風原の一部」を「勝連南風原の

一部・与那城照間の一部」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 消防署の管轄区域の見直しに伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第７５号 

 

うるま市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

うるま市火災予防条例（平成１７年うるま市条例第１５９号）の一部を次のように改

正する。 

 

第１１条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては、」を削る。 

 

第１１条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改める。 

 

第１３条第１項を次のように改める。 

蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が１０キロ

ワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電池設備の出火防止措置及

び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁告示第７号）第２に定めるものを除く。

以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とするこ

と。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸

性の床上又は台上に設けなければならない。 

 

第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける

電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第３

に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービ

クル式のものを除く。）にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保たなけれ

ばならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面す

るときは、この限りでない。 

 

第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項第４号」に改

める。 

 

第４４条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワット時以下の

ものを除く。）」を加える。 
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別表第３中 

「 

厨

房

設

備 

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

注：機

器 本

体 上

方 の

側 方

又 は

後 方

の 離

隔 距

離 を

示

す。 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

不

燃 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

上記に分類さ

れないもの 

使用温度が８０

０℃以上のもの 

― ２ ５

０ 

２０

０ 

３０

０ 

２０

０ 

使用温度が３０

０ ℃ 以 上 ８ ０

０℃未満のもの 

― １ ５

０ 

１０

０ 

２０

０ 

１０

０ 

使用温度が３０

０℃未満のもの 

― １ ０

０ 

５０ １０

０ 

５０ 

」を 
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「 

厨

房

設

備 

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

注：機

器本

体上

方の

側方

又は

後方

の離

隔距

離を

示

す。 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

１ ０

０ 

１５ 

注 

１５ １５ 

注 

不

燃 

開放式 組込型こんろ・

グリル付こん

ろ・グリドル付

こんろ、キャビ

ネット型こん

ろ・グリル付こ

んろ・グリドル

付こんろ 

１ ４

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

据置型レンジ ２ １

ｋ Ｗ

以下 

８０ ０ ― ０ 

固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木 炭 を

燃 料 と

す る も

の 

炭火焼き器 ― １ ０

０ 

５０ ５０ ５０ 

不

燃 

木 炭 を

燃 料 と

す る も

の 

炭火焼き器 ― ８０ ３０ ― ３０ 

上記に分類さ

れないもの 

使用温度が８０

０℃以上のもの 

― ２ ５

０ 

２０

０ 

３０

０ 

２０

０ 
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  使用温度が３０

０℃以上８００℃

未満のもの 

― １ ５

０ 

１０

０ 

２０

０ 

１０

０ 

使用温度が３０

０℃未満のもの 

― １ ０

０ 

５０ １０

０ 

５０ 

」に

改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を

原動力とする発電設備及びこの条例による改正後のうるま市火災予防条例（以下「新

条例」という。）第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第４項に掲げるものを

除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備等」という。）又は現に設置の工

事中である燃料電池発電設備等のうち、新条例第１１条第１項第３号の２（新条例第

８条の３第１項及び第３項、第１１条第３項、第１２条第２項及び第３項並びに第１

３条第２項及び第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものにつ

いては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条例第１３条第

１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）のうち、新条例第１３条第

１項の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することとなるものの

うち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの条例の施行の日から起算

して２年を経過する日までの間に設置されたもので、同条の規定に適合しないものに

ついては、当該規定は、適用しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 



‐5‐ 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の

制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、当該条例を改正する必要があり提案す

る。 



議案第７６号 
 
   中部広域都市計画事業安慶名土地区画整理事業施行条例の一部を改正する条例 
 
 中部広域都市計画事業安慶名土地区画整理事業施行条例（平成１７年うるま市条例第

１３８号）の一部を次のように改正する。 
 
 第２６条第３項中「郵便法（昭和２２年法律第１６５号）第７５条の２第２項第３号

に規定する定形郵便物で重量２５グラムまでのものの料金の額に相当する額」を「土地

区画整理法施行規則（昭和３０年建設省令第５号）第１７条に規定する額」に改める。 
 
   附 則 
 この条例は、公布の日から施行する。 
 
  令和５年９月４日提出 

うるま市長 中村 正人  
 
提案理由 

督促手数料の額を土地区画整理法施行規則に定める額とするため、当該条例を改正す

る必要があり提案する。 
 



- 1 - 

 

議案第７７号 

 

うるま市景観条例の一部を改正する条例 

 

うるま市景観条例（平成２３年うるま市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 

第７条に次の１項を加える。 

３ 重点地区の名称及び区域は、別表第１のとおりとする。 

 

 第１５条第２項中「次に掲げる行為」を「別表第２に掲げる行為」に改め、同項

各号を削る。 

 

 第１６条中「次」を「別表第３」に改め、同条各号を削る。 

 

 別表を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

名称 区域 

伊計島重点地区 第６条の規定により策定した景観計画において、伊計島重

点地区として定めた区域 

別表第２（第１５条関係） 

１ 届出を要する行為（重点地区を除く。） 

対象となる行為 対象規模 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

その他の土地の形質の変更 

地形の外観の変更に係る土地の面積が１，５０

０平方メートル以上で切土又は盛土によって

生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メートル

以上の場合 

建築物の建築又は工作物の建設を伴

う木竹の植栽又は伐採 

植栽又は伐採に係る面積が１，５００平方メー

トル以上の場合 

屋外における土石、廃棄物、再生資源

その他の物件の堆積 

堆積の高さが３メートル以上の場合又は堆積

に係る土地の面積が１，５００平方メートル以

上で堆積期間が６０日以上の場合 

水面の埋立て又は干拓 全て 

夜間において公衆の観覧に供するた

め、一定の期間継続して建築物その他

１ 専用住宅以外の用途の建築物の外観及び

その敷地内において、照明を行う場合 
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の工作物又は物件（屋外にあるものに

限る。）の外観について行う照明 

２ 屋外駐車場や展示場などの屋外利用に供

する敷地において、照明を行う場合 

３ 史跡等の景観スポットにおいて、照明を行

う場合 

２ 届出を要する行為（重点地区） 

対象となる行為 対象規模 

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採

その他の土地の形質の変更 

地形の外観の変更に係る土地の面積が５００

平方メートル以上の場合又は切土又は盛土に

よって生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メ

ートル以上の場合 

建築物の建築又は工作物の建設を伴

う木竹の植栽又は伐採 

植栽又は伐採に係る面積が５００平方メート

ル以上の場合 

屋外における土石、廃棄物、再生資源

その他の物件の堆積 

堆積の高さが３メートル以上の場合又は堆積

に係る土地の面積が１，５００平方メートル以

上で堆積期間が６０日以上の場合 

水面の埋立て又は干拓 全て 

夜間において公衆の観覧に供するた

め、一定の期間継続して建築物その他

の工作物又は物件（屋外にあるものに

限る。）の外観について行う照明 

１ 専用住宅以外の用途の建築物の外観及び

その敷地内において、照明を行う場合 

２ 屋外駐車場や展示場などの屋外利用に供

する敷地において、照明を行う場合 

３ 史跡等の景観スポットにおいて、照明を行

う場合 

別表第３（第１６条関係） 

１ 届出を要しない行為（重点地区を除く。） 

対象となる行為 対象規模及び種類 

建築物の新築、増築、

改築又は移転 

建築物の高さ（増築にあっては、増築後の高さ）が１０メー

トル未満で建築面積（増築にあっては、増築後の建築面積）

が５００平方メートル未満の場合 

建築物の外観の変更を

伴う修繕若しくは模様

替又は色彩の変更 

建築物の高さが１０メートル未満で建築面積が５００平方メ

ートル未満の場合及び左記の行為による建築物の外観の変更

の範囲が１０平方メートル未満の場合 
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工作物の新設、増築、

改築又は移転 

１ 擁壁、垣（生垣を除く。）、柵、

塀その他これらに類するもの 

高さが３メートル未満

の場合 

２ 彫像、記念碑その他これらに類す

るもの 

３ 煙突、排気塔その他これらに類す

るもの 

４ 鉄筋コンクリート造の柱、金属製

の柱その他これらに類するもの 

５ 電波塔、物見塔、装飾塔、記念塔、

広告塔その他これらに類するもの 

６ 高架水槽、冷却塔その他これらに

類するもの 

７ 観覧車、飛行塔、コースター、ウ

ォーターシュート、メリーゴーラン

ドその他これらに類する遊戯施設 

８ コンクリートプラント、アスファ

ルトプラント、クラッシャープラン

トその他これらに類する製造施設 

９ 自動車車庫の用に供する立体的

な施設 

１０ 石油、ガス、液化石油ガス、穀

物、飼料等を貯蔵又は処理する施設 

１１ 汚水処理施設、汚物処理施設、

ごみ処理施設その他これらに類す

る施設 

１２ 風力発電施設 

高さが１０メートル未

満（左記の工作物が建

築物と一体となって設

置されるものにあって

は、左記の工作物の高

さが５メートル未満）

で築造面積が５００平

方メートル未満の場合 

１３ 電気供給又は有線電気通信の

ための電線路又は空中線類（支持物

を含む。）その他これらに類するも

の 

高さ（電線路又は空中

線の支持物が建築物と

一体となって設置され

るものにあっては、全

体の高さ）が、２０メ
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ートル未満の場合 

１４ 墓園類 築造面積が３００平方

メートル未満の場合 

１５ 太陽光パネル パネルの表面積の合計

が１，５００平方メー

トル未満の場合 

工作物の外観を変更す

ることとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の

変更 

上記１から１５までの場合及び左記の行為による工作物の外

観の変更の範囲が１０平方メートル未満の場合 

法第１６条第１項第３

号に規定する開発行為 

規模が、１，５００平方メートル未満の場合又は切土又は盛

土によって生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メートル未満

の場合 

２ 届出を要しない行為（重点地区） 

対象となる行為 対象規模及び種類 

建築物の新築、増築、

改築又は移転 

床面積の合計が１０平方メートル以下の場合 

建築物の外観の変更を

伴う修繕若しくは模様

替又は色彩の変更 

左記の行為による建築物の外観の変更の範囲が１０平方メー

トル以下の場合 

工作物の新設、増築、

改築又は移転 

１ 煙

突、鉄

塔等 

煙突類、鉄筋コンクリ

ート造の柱、鉄柱、木

柱その他これらに類

するもの 

高さが６メートル以下（左記

の工作物が建築物と一体とな

って設置されるものにあって

は、左記の工作物の高さが５

メートル未満） 

電波塔その他これら

に類するもの 

高さが４メートル以下 

２ 擁壁、垣、柵、塀その他こ

れらに類するもの 

高さが２メートル以下の場合

（既存の石垣の改築・外観の

変更にあっては、法第１６条

第７項各号の規定による場
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合） 

３ 高架水槽、サイロ、物見塔

その他これらに類するもの 

高さが８メートル以下の場合 

４ 電気供給若しくは有線電

気通信のための電線路又は

空中線類（支持物を含む。） 

高さが１１メートル以下の場

合 

５ 墓園類 築造面積が３００平方メート

ル未満の場合 

６ 太陽光パネル 戸建住宅などに設置する自家

用の場合 

７ 看板などに類するもの 沖縄県屋外広告物条例（昭和

５０年沖縄県条例第２８号）

で適用除外の場合 

開発行為 規模が、５００平方メートル未満の場合で切土又は盛土によ

って生ずる法面若しくは擁壁の高さが３メートル未満の場合 

木の伐採 規模が、５００平方メートル未満の場合又は枯損木の伐採や

木の保育のために通常行われる木の伐採の場合 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市景観条例の規定は、この条例の施行の日以後に申

請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の

例による。 
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令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

伊計島重点地区の指定及び届出対象等の制定に伴い、当該条例を改正する必要が

あり提案する。 
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議案第７８号 

 

うるま市空家等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市空家等の適正管理に関する条例（平成２９年うるま市条例第１４号）の一部

を次のように改正する。 

 

 第１条中「第４条」の次に「第１項」を加える。 

 

第２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の

次に次の１号を加える。 

（３） 管理不全空家等 法第１３条第１項の規定に該当し、市が認定した空家等を

いう。 

 

 第４条中「特定空家等」を「空家等」に改める。 

 

 第６条第１項中「特定空家等」の次に「及び管理不全空家等」を加え、同条第２項中

「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加える。 

 

 第９条第１項中「第６条」を「第７条」に改める。 

 

 第１０条の見出し中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加え、同条第１

項中「特定空家等の判断」を「特定空家等又は管理不全空家等の判断」に、「特定空家

等認定基準」を「空家等に関する認定基準」に改め、同条第２項中「特定空家等が疑わ

れる場合」を「認定基準を満たすことが疑われる場合」に、「特定空家等として」を「特

定空家等又は管理不全空家等として」に改める。 

 

 第１２条の見出し中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加え、同条第１

項中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加え、「第１４条各項」を「第１
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３条各項又は第２２条各項」に改め、同条第２項中「第１４条第９項」を「第２２条第

９項」に改める。 

 

 第１３条第３項中「前項の緊急安全措置」を「第１項の措置」に、「当該緊急安全措

置に要した費用」を「当該措置に要した費用」に、「当該緊急安全措置に係る所有者等」

を「当該措置に係る空家等の所有者等」に改める。 

 

 第１４条中「特定空家等」の次に「又は管理不全空家等」を加える。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（令和５

年法律第５０号）の施行の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市空家等の適正管理に関する条例の規定は、この条

例の施行の日以後に認定する空家等について適用し、同日前に認定する空家等につい

ては、なお従前の例による。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正等に伴い、当該条例を改正する必要

があり提案する。 



- 1 - 

 

議案第７９号 

 

うるま市建築確認申請等手数料条例の一部を改正する条例 

 

うるま市建築確認申請等手数料条例（平成１９年うるま市条例第１３号）の一部を次の

ように改正する。 

 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第１０条関係） 

事務 手数料の名称 手数料の額 

１ 法第７条の６第１項第１号及

び第２号（法第８７条の４又は法

第８８条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。）

又は法第１８条第２４項第１号

及び第２号（法第８７条の４又は

法第８８条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含

む。）の規定による仮使用の認定

の申請に対する審査 

検査済証の交付を受ける

前における建築物等の仮

使用認定申請手数料 

１２０，０００円

２ 法第４３条第２項第１号の規

定による建築物の敷地と道路と

の関係に関する制限の適用除外

に係る認定の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との

関係に関する制限の適用

除外に係る認定申請手数

料 

２７，０００円

３ 法第４３条第２項第２号の規

定による建築物の敷地と道路と

の関係に関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査 

建築物の敷地と道路との

関係に関する制限の適用

除外に係る許可申請手数

料 

３３，０００円

４ 法第４４条第１項第２号の規

定による建築の許可の申請に対

する審査 

公衆便所等の道路内にお

ける建築許可申請手数料 

３３，０００円

５ 法第４４条第１項第３号の規

定による建築の認定の申請に対

道路内における建築認定

申請手数料 

２７，０００円
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する審査 

６ 法第４４条第１項第４号の規

定による建築の許可の申請に対

する審査 

公共用歩廊等の道路内に

おける建築許可申請手数

料 

１６０，０００円

７ 法第４７条ただし書の規定に

よる建築の許可の申請に対する

審査 

壁面線外における建築許

可申請手数料 

１６０，０００円

８ 法第４８条第１項から第１４

項までの各項ただし書（法第８７

条第２項若しくは第３項又は法

第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建

築等の許可の申請に対する審査 

用途地域における建築等

許可申請手数料 

１８０，０００円

９ 法第４８条第１項から第１４

項までの各項ただし書（法第８７

条第２項若しくは第３項又は法

第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建

築等の許可（法第４８条第１６項

第１号に該当する場合）の申請に

対する審査 

用途地域における建築等

許可（法第４８条第１６項

第１号に該当する場合）申

請手数料 

１２０，０００円

１０ 法第４８条第１項から第７

項までの各項ただし書（法第８７

条第２項若しくは第３項又は法

第８８条第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による建

築等の許可（法第４８条第１６項

第２号に該当する場合）の申請に

対する審査 

用途地域における建築等

許可（法第４８条第１６項

第２号に該当する場合）申

請手数料 

１４０，０００円

１１ 法第５１条ただし書（法第

８７条第２項若しくは第３項又

は法第８８条第２項において準

用する場合を含む。）の規定によ

る特殊建築物等の敷地の位置の

特殊建築物等敷地許可申

請手数料 

１６０，０００円
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許可の申請に対する審査 

１２ 法第５２条第６項第３号の

規定による容積率に関する特例

の認定の申請に対する審査 

建築物の容積率の特例認

定申請手数料 

２７，０００円

１３ 法第５２条第１０項、第１

１項又は第１４項の規定による

建築物の容積率に関する特例の

許可の申請に対する審査 

建築物の容積率の特例許

可申請手数料 

１６０，０００円

１４ 法第５３条第４項又は第５

項の規定による壁面線の指定又

は壁面の位置の制限がある場合

の建築物の建ぺい率に関する特

例の許可の申請に対する審査 

壁面線の指定又は壁面の

位置の制限がある場合の

建築物の建ぺい率の特例

許可申請手数料 

３３，０００円

１５ 法第５３条第６項第３号の

規定による建築物の建ぺい率に

関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査 

建築物の建ぺい率に関す

る制限の適用除外に係る

許可申請手数料 

３３，０００円

１６ 法第５３条の２第１項第３

号又は第４号（法第５７条の５第

３項において準用する場合を含

む。）の規定による建築物の敷地

面積の許可の申請に対する審査 

建築物の敷地面積に関す

る許可申請手数料 

１６０，０００円

１７ 法第５５条第２項の規定に

よる建築物の高さに関する特例

の認定の申請に対する審査 

建築物の高さの特例認定

申請手数料 

２７，０００円

１８ 法第５５条第３項の規定に

よる建築物の高さに関する特例

の許可の申請に対する審査 

建築物の高さの特例許可

申請手数料 

１６０，０００円

１９ 法第５５条第４項各号の規

定による建築物の高さに関する

制限の適用除外に係る許可の申

請に対する審査 

建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る許可

申請手数料 

１６０，０００円

２０ 法第５６条の２第１項ただ

し書の規定による建築物の高さ

日影による建築物の高さ

の特例許可申請手数料 

１６０，０００円
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に関する特例の許可の申請に対

する審査 

２１ 法第５７条第１項の規定に

よる建築物の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に

対する審査 

高架の工作物内に設ける

建築物の高さに関する制

限の適用除外に係る認定

申請手数料 

２７，０００円

２２ 法第５７条の２第１項の規

定による特例容積率適用地区内

における特例容積率の限度の指

定の申請に対する審査 

特例容積率適用地区内に

おける特例容積率の限度

の指定申請手数料 

ア 敷地の数が２

である場合 ７

８，０００円 

イ 敷地の数が３

以上である場合

７８，０００円に

２を超える敷地

の数に２８，００

０円を乗じて得

た額を加算した

額 

２３ 法第５７条の３第１項の規

定による特例容積率適用地区内

における特例容積率の限度の指

定の取消しの申請に対する審査 

特例容積率適用地区内に

おける特例容積率の限度

の指定の取消し申請手数

料 

６，４００円に指定

した敷地の数に１

２，０００円を乗じ

て得た額を加算し

た額 

２４ 法第５７条の４第１項ただ

し書の規定による特例容積率適

用地区内における建築物の高さ

に関する特例の許可の申請に対

する審査 

特例容積率適用地区内に

おける建築物の高さの特

例許可申請手数料 

１６０，０００円

２５ 法第５８条第２項の規定に

よる高度地区における建築物の

高さに関する特例の許可の申請

に対する審査 

高度地区における建築物

の高さの特例許可申請手

数料 

１６０，０００円

２６ 法第５９条第１項第３号の

規定による建築物の容積率、建ぺ

い率、建築面積又は壁面の位置に

高度利用地区内における

建築物の容積率、建ぺい

率、建築面積又は壁面の位

１６０，０００円
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関する特例許可の申請に対する

審査 

置の特例許可申請手数料 

２７ 法第５９条第４項の規定に

よる建築物の各部分の高さに関

する制限の適用除外に係る許可

の申請に対する審査 

高度利用地区内における

建築物の各部分の高さに

関する制限の適用除外に

係る許可申請手数料 

１６０，０００円

２８ 法第５９条の２第１項の規

定による建築物の容積率又は各

部分の高さに関する特例の許可

の申請に対する審査 

敷地内に広い空地を有す

る建築物の容積率又は各

部分の高さの特例許可申

請手数料 

１６０，０００円

２９ 法第６７条第３項第２号の

規定による建築物の敷地面積又

は同条第５項第２号の規定によ

る壁面の位置に関する特例の許

可の申請に対する審査 

特定防災街区整備地区内

における建築物の敷地面

積又は壁面の位置の特例

許可申請手数料 

１６０，０００円

３０ 法第６７条第９項第２号の

規定による間口率等に関する制

限の適用除外に係る許可の申請

に対する審査 

特定防災街区整備地区内

における建築物の間口率

等の適用除外に係る許可

申請手数料 

１６０，０００円

３１ 法第６８条第１項第２号の

規定による建築物の高さ、同条第

２項第２号の規定による建築物

の壁面の位置又は同条第３項第

２号の規定による建築物の敷地

面積に関する特例の許可の申請

に対する審査 

景観地区内における建築

物の高さ、壁面の位置又は

敷地面積の特例許可申請

手数料 

１６０，０００円

３２ 法第６８条第５項の規定に

よる建築物の各部分の高さに関

する制限の適用除外に係る認定

の申請に対する審査 

景観地区内における建築

物の各部分の高さの適用

除外に係る認定申請手数

料 

２７，０００円

３３ 法第６８条の３第１項の規

定による建築物の容積率、同条第

２項の規定による建築物の建ぺ

い率、同条第３項の規定による建

再開発等促進区等内にお

ける建築物の容積率、建ぺ

い率、高さ又は用途に関す

る制限の適用除外に係る

２７，０００円
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築物の高さ又は同条第７項（法第

８７条第２項又は法第８８条第

２項において準用する場合を含

む。）の規定による建築物の用途

に関する制限の適用除外に係る

認定の申請に対する審査 

認定申請手数料 

３４ 法第６８条の３第４項の規

定による建築物の各部分の高さ

に関する制限の適用除外に係る

許可の申請に対する審査 

再開発等促進区等内にお

ける建築物の各部分の高

さに関する制限の適用除

外に係る許可申請手数料 

１６０，０００円

３５ 法第６８条の４の規定によ

る建築物の容積率に関する制限

の適用除外に係る認定の申請に

対する審査 

地区計画等の区域内にお

ける公共施設の整備の状

況に応じた建築物の容積

率に関する制限の適用除

外に係る認定申請手数料 

２７，０００円

３６ 法第６８条の５の２の規定

による建築物の容積率に関する

特例の認定の申請に対する審査 

防災街区整備地区計画の

区域内における建築物の

容積率の特例認定申請手

数料 

２７，０００円

３７ 法第６８条の５の３第２項

の規定による建築物の各部分の

高さに関する制限の適用除外に

係る許可の申請に対する審査 

地区計画等の区域内にお

ける建築物の各部分の高

さに関する制限の適用除

外に係る許可申請手数料 

１６０，０００円

３８ 法第６８条の５の５第１項

の規定による建築物の容積率又

は同条第２項の規定による建築

物の各部分の高さに関する制限

の適用除外に係る認定の申請に

対する審査 

地区計画等の区域内にお

ける前面道路の幅員に応

じた建築物の容積率又は

各部分の高さに関する制

限の適用除外に係る認定

申請手数料 

２７，０００円

３９ 法第６８条の５の６の規定

による建築物の建ぺい率に関す

る特例の認定の申請に対する審

査 

地区計画等の区域内にお

ける建築物の建ぺい率の

特例認定申請手数料 

２７，０００円

４０ 法第６８条の７第５項の規予定道路に係る建築物の １６０，０００円
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定による建築物の容積率に関す

る特例の許可の申請に対する審

査 

容積率の特例許可申請手

数料 

４１ 法第８５条第６項の規定に

よる仮設興行場等又は仮設建築

物の建築の許可の申請に対する

審査 

仮設興行場等又は仮設建

築物の建築許可申請手数

料 

１２０，０００円

４２ 法第８５条第７項の規定に

よる１年を超えて使用する特別

の必要がある仮設興行場等の建

築の許可の申請に対する審査 

１年を超えて使用する特

別の必要がある仮設興行

場等の建築許可申請手数

料 

１６０，０００円

４３ 法第８６条第１項の規定に

よる一の敷地とみなされる一団

地内の建築物に関する特例の認

定の申請に対する審査 

一の敷地とみなされる一

団地内の建築物の特例認

定申請手数料 

ア 建築物の数が

１又は２である

場合 ７８，００

０円 

イ 建築物の数が

３以上である場

合 ７８，０００

円に２を超える

建築物の数に２

８，０００円を乗

じて得た額を加

算した額 

４４ 法第８６条第２項の規定に

よる一の敷地とみなされる一定

の一団の土地の区域内の既存建

築物を前提とした建築物に関す

る特例の認定の申請に対する審

査 

一の敷地とみなされる一

定の一団の土地の区域内

の既存建築物を前提とし

た建築物の特例認定申請

手数料 

ア 建築物（既存建

築物を除く。イに

おいて同じ。）の

数が１である場

合 ７８，０００

円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ７８，０００

円に１を超える

建築物の数に２
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８，０００円を乗

じて得た額を加

算した額 

４５ 法第８６条第３項の規定に

よる広い空地を有する一の敷地

とみなされる一団地内の建築物

に関する特例の許可の申請に対

する審査 

広い空地を有する一の敷

地とみなされる一団地内

の建築物の特例許可申請

手数料 

ア 建築物の数が

１又は２である

場合 ２２０，０

００円 

イ 建築物の数が

３以上である場

合 ２２０，００

０円に２を超え

る建築物の数に

２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

４６ 法第８６条第４項の規定に

よる広い空地を有する一の敷地

とみなされる一定の一団の土地

の区域内の既存建築物を前提と

した建築物に関する特例の許可

の申請に対する審査 

広い空地を有する一の敷

地とみなされる一定の一

団の土地の区域内の既存

建築物を前提とした建築

物の特例許可申請手数料 

ア 建築物（既存建

築物を除く。イに

おいて同じ。）の

数が１である場

合 ２２０，００

０円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ２２０，００

０円に１を超え

る建築物の数に

２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

４７ 法第８６条の２第１項の規

定による一敷地内認定建築物以

外の建築物の建築の認定の申請

に対する審査 

一敷地内認定建築物以外

の建築物の建築認定申請

手数料 

ア 建築物（一敷地

内認定建築物を

除く。イにおいて

同じ。）の数が１

である場合 ７
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８，０００円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ７８，０００

円に１を超える

建築物の数に２

８，０００円を乗

じて得た額を加

算した額 

４８ 法第８６条の２第２項の規

定による一敷地内認定建築物以

外の建築物に関する特例の許可

の申請に対する審査 

一敷地内認定建築物以外

の建築物の特例許可申請

手数料 

ア 建築物（一敷地

内認定建築物を

除く。イにおいて

同じ。）の数が１

である場合 ２

２０，０００円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ２２０，００

０円に１を超え

る建築物の数に

２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

４９ 法第８６条の２第３項の規

定による一敷地内許可建築物以

外の建築物に関する許可の申請

に対する審査 

一敷地内許可建築物以外

の建築物の許可申請手数

料 

ア 建築物（一敷地

内許可建築物を

除く。イにおいて

同じ。）の数が１

である場合 ２

２０，０００円 

イ 建築物の数が

２以上である場

合 ２２０，００

０円に１を超え

る建築物の数に
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２８，０００円を

乗じて得た額を

加算した額 

５０ 法第８６条の５第１項の規

定による一の敷地内にあるとみ

なされる建築物の認定又は許可

の取消しの申請に対する審査 

一の敷地内にあるとみな

される建築物の認定又は

許可の取消し申請手数料 

６，４００円に現に

存する建築物の数

に１２，０００円を

乗じて得た額を加

算した額 

５１ 法第８６条の６第２項の規

定による建築物の容積率、建ぺい

率、外壁の後退距離又は高さに関

する制限の適用除外に係る認定

の申請に対する審査 

一団地の住宅施設に関す

る都市計画に基づく建築

物の容積率、建ぺい率、外

壁の後退距離又は高さに

関する制限の適用除外に

係る認定申請手数料 

２７，０００円

５２ 法第８６条の８第１項の規

定による既存の一の建築物に係

る２以上の工事の全体計画の認

定の申請に対する審査 

既存の一の建築物に係る

２以上の工事の全体計画

の認定申請手数料 

２７，０００円

５３ 法第８６条の８第３項の規

定による既存の一の建築物に係

る２以上の工事の全体計画の変

更の認定の申請に対する審査 

既存の一の建築物に係る

２以上の工事の全体計画

の変更認定申請手数料 

２７，０００円

５４ 法第８７条の２第１項の規

定による既存の一の建築物の用

途変更に係る２以上の工事の全

体計画の認定の申請に対する審

査 

既存の一の建築物の用途

変更に係る２以上の工事

の全体計画の認定申請手

数料 

２７，０００円

５５ 法第８７条の２第２項の規

定により準用する既存の一の建

築物の用途変更に係る２以上の

工事の全体計画の変更の認定の

申請に対する審査 

既存の一の建築物の用途

変更に係る２以上の工事

の全体計画の変更認定申

請手数料 

２７，０００円

５６ 法第８７条の３第６項の規

定による興行場等への一時的な

興行場等への一時的な用

途変更許可申請手数料 

１２０，０００円
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用途変更の許可の申請に対する

審査 

５７ 法第８７条の３第７項の規

定による特別興行場等への一時

的な用途変更の許可の申請に対

する審査 

特別興行場等への一時的

な用途変更許可申請手数

料 

１６０，０００円

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後のうるま市建築確認申請等手数料条例別表第４の規定は、この

条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前に申請を受理したものに

ついては、なお従前の例による。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

建築基準法の一部改正等に伴い、当該条例を改正する必要があり提案する。 
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議案第８０号 

 

うるま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改

正する条例 

 

うるま市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年うるま市条

例第３６号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表第１中 

「 

５ 市長 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成

２５年うるま市条例第４７号）に定める事務であって規則で

定めるもの 

」を 

「 

５ 市長 うるま市母子及び父子家庭等医療費助成に関する条例（平成

２５年うるま市条例第４７号）に定める事務であって規則で

定めるもの 

６ 市長 うるま市こども医療費助成に関する規則（平成１７年うるま

市規則第７７号）による子どもの医療に要する費用の助成に

関する事務であって規則で定めるもの 

７ 市長 うるま市重度心身障害者（児）医療費助成に関する条例（平

成１７年うるま市条例第９７号）に定める事務であって規則

で定めるもの 

」に

改める。 

 

 

 別表第２中 

「 

７ 市長 うるま市母子及び父子家庭等

医療費助成に関する条例に定

める事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

」を 
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「 

７ 市長 うるま市母子及び父子家庭等

医療費助成に関する条例に定

める事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

国民健康保険法の被保険者の

資格に関する情報（以下「国

民健康保険被保険者資格情

報」という。）であって規則

で定めるもの 

うるま市重度心身障害者（児）

医療費助成に関する条例に基

づく医療費給付に関する情報

であって規則で定めるもの 

８ 市長 うるま市こども医療費助成に

関する規則による子どもの医

療に要する費用の助成に関す

る事務であって規則で定める

もの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 

国民健康保険被保険者資格情

報であって規則で定めるもの 

うるま市重度心身障害者（児）

医療費助成に関する条例に基

づく医療費給付に関する情報

であって規則で定めるもの 

９ 市長 うるま市重度心身障害者（児）

医療費助成に関する条例に定

める事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

住民基本台帳情報であって規

則で定めるもの 

生活保護関係情報であって規

則で定めるもの 
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身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）による身

体障害者手帳に関する情報で

あって規則で定めるもの 

療育手帳関係情報であって規

則で定めるもの 

高齢者の医療の確保に関する

法律の被保険者の資格に関す

る情報であって規則で定める

もの 

国民健康保険被保険者資格情

報であって規則で定めるもの 

」に

改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基

づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、当該条例を改正する必要があ

り提案する。 



 

議案第８１号 

 

うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例 

 

うるま市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

（平成２６年うるま市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

 

第３７条第１項中「Ｂ型（同省令第２７条」を「Ｂ型（同令第２７条」に、「Ｂ型をい

う。第４２条第３項第１号」を「Ｂ型をいう。同号」に、「Ｃ型（同省令第２７条」を「Ｃ

型（同条」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後のうるま市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定は、令和５年４月１日

から適用する。 

 

  令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令の施行等に伴い、当該条

例を改正する必要があり提案する。 

 



議案第８２号 

 

うるま市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市印鑑条例（平成１７年うるま市条例第１０９号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第１３条の２を次のように改める。 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の交付） 

第１３条の２ 登録者は、前条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次に掲げるもの

を用いて、多機能端末機（本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、

当該端末機の操作により印鑑登録証明書等を発行する機能を有するものをいう。）を

利用して、印鑑登録証明書の交付申請をし、その交付を受けることができる。 

（１） 個人番号カード（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第７項に規定する個人番号カー

ドであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する

法律（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個人認証法」という。）第２２条第

１項の規定により個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものを

いう。） 

（２） 移動端末設備（公的個人認証法第１６条の２第１項に規定する移動端末設備

であって、同法第３５条の２第１項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証

明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれたものをいう。） 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和５年９月４日提出 

 

うるま市長 中村 正人  

提案理由 

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の改正に伴い、当該条

例を改正する必要があり提案する。 
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議案第８３号 

 

   うるま市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 

 うるま市附属機関設置条例（平成１７年うるま市条例第１９号）の一部を次のように

改正する。 

 

 別表中 

「 

うるま市バイオマス

利活用推進協議会 

バイオマス利活用推進に関し必要な事項につ

いて協議すること。 

」を 

「 

うるま市バイオマス

利活用推進協議会 

バイオマス利活用推進に関し必要な事項につ

いて協議すること。 

うるま市循環型農業

推進協議会 

循環型農業推進に関し必要な事項を協議する

こと。 

」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２ うるま市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成１７

年うるま市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

うるま市消防協議会 医師 日額 １０，０００ 

知識経験者 日額 ８，０００ 

その他 日額 ４，０００ 

」を 

「 

うるま市消防協議会 医師 日額 １０，０００ 

知識経験者 日額 ８，０００ 

その他 日額 ４，０００ 
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うるま市循環型農業推進協議会

委員 

知識経験者 日額 ８，０００ 

その他 日額 ４，０００ 

                                 」に改める。 

 

令和５年９月４日提出 

うるま市長 中村 正人  

 

提案理由 

 うるま市循環型農業推進協議会を設置するため、当該条例を改正する必要があり提案

する。 


